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山 梨 県 指 定 介 護 療 養 型 医 療 施 設 に 関 す る 基 準 を 定 め る 条 例 新 旧 対 照

表 （ 第 八 条 関 係 ）  

新  旧  

第 三 条  略  

２ ～ ６  略  

７  指 定 介 護 療 養 型 医 療 施 設 の 従 業 者 は 、 専 ら 当 該 指 定 介 護 療 養 型

医 療 施 設 の 職 務 に 従 事 す る こ と が で き る 者 を も っ て 充 て な け れ ば

な ら な い 。 た だ し 、 指 定 介 護 療 養 型 医 療 施 設 （ ユ ニ ッ ト 型 指 定 介

護 療 養 型 医 療 施 設 （ 第 四 十 一 条 に 規 定 す る ユ ニ ッ ト 型 指 定 介 護 療

養 型 医 療 施 設 を い う 。 以 下 こ の 項 に お い て 同 じ 。 ） を 除 く 。 以 下

こ の 項 に お い て 同 じ 。 ） に ユ ニ ッ ト 型 指 定 介 護 療 養 型 医 療 施 設 を

併 設 す る 場 合 の 指 定 介 護 療 養 型 医 療 施 設 及 び ユ ニ ッ ト 型 指 定 介 護

療 養 型 医 療 施 設 の 介 護 職 員 を 除 き 、 入 院 患 者 の 処 遇 に 支 障 が な い

場 合 は 、 こ の 限 り で な い 。  

８ ～ 1
0  略  

 

（ 指 定 介 護 療 養 施 設 サ ー ビ ス の 取 扱 方 針 ）  

第 十 六 条  略  

２  指 定 介 護 療 養 施 設 サ ー ビ ス は 、 施 設 サ ー ビ ス 計 画 に 基 づ き 、 漫

然 と し た も の 又 は 画 一 的 な も の と な ら な い よ う 配 慮 し て 行 わ れ な

け れ ば な ら な い 。  

３ ～ ５  略  

６  指 定 介 護 療 養 型 医 療 施 設 は 、 身 体 的 拘 束 等 の 適 正 化 を 図 る た め

、 次 に 掲 げ る 措 置 を 講 じ な け れ ば な ら な い 。  

 一  身 体 的 拘 束 等 の 適 正 化 の た め の 対 策 を 検 討 す る 委 員 会 を 三 月

に 一 回 以 上 開 催 す る と と も に 、 そ の 結 果 に つ い て 、 介 護 職 員 そ

第 三 条  略  

２ ～ ６  略  

７  指 定 介 護 療 養 型 医 療 施 設 の 従 業 者 は 、 専 ら 当 該 指 定 介 護 療 養 型

医 療 施 設 の 職 務 に 従 事 す る こ と が で き る 者 を も っ て 充 て な け れ ば

な ら な い 。 た だ し 、 指 定 介 護 療 養 型 医 療 施 設 （ ユ ニ ッ ト 型 指 定 介

護 療 養 型 医 療 施 設 （ 第 四 十 一 条 に 規 定 す る ユ ニ ッ ト 型 指 定 介 護 療

養 型 医 療 施 設 を い う 。 以 下 こ の 項 に お い て 同 じ 。 ） を 除 く 。 ） 及

び ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ユ ニ ッ ト 型 指 定 介 護 療 養 型 医 療 施 設 を

併 設 す る 場 合 の 介 護 職 員 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● を 除 き 、 入 院 患 者 の 処 遇 に 支 障 が な い

場 合 は 、 こ の 限 り で な い 。  

８ ～ 1
0  略  

 

（ 指 定 介 護 療 養 施 設 サ ー ビ ス の 取 扱 方 針 ）  

第 十 六 条  略  

２  指 定 介 護 療 養 施 設 サ ー ビ ス は 、 施 設 サ ー ビ ス 計 画 に 基 づ き 、 漫

然 か つ    画 一 的 な も の と な ら な い よ う 配 慮 し て 行 わ れ な け れ

ば な ら な い 。  
３ ～ ５  略  

６  指 定 介 護 療 養 型 医 療 施 設 は 、 身 体 的 拘 束 等 の 適 正 化 を 図 る た め

、 次 に 掲 げ る 措 置 を 講 じ な け れ ば な ら な い 。  

 一  身 体 的 拘 束 等 の 適 正 化 の た め の 対 策 を 検 討 す る 委 員 会 を 三 月

に 一 回 以 上 開 催 す る と と も に 、 そ の 結 果 に つ い て 、 介 護 職 員 そ
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の 他 の 従 業 者 に 周 知 徹 底 を 図 る こ と 。  

 二  身 体 的 拘 束 等 の 適 正 化 の た め の 指 針 を 整 備 す る こ と 。  

 三  介 護 職 員 そ の 他 の 従 業 者 に 対 し 、 身 体 的 拘 束 等 の 適 正 化 の た

め の 研 修 を 定 期 的 に 実 施 す る こ と 。  

７  略  

 

（ 指 定 介 護 療 養 施 設 サ ー ビ ス の 取 扱 方 針 ）  

第 四 十 七 条  略  

２ ～ ７  略  

８  ユ ニ ッ ト 型 指 定 介 護 療 養 型 医 療 施 設 は 、 身 体 的 拘 束 等 の 適 正 化

を 図 る た め 、 次 に 掲 げ る 措 置 を 講 じ な け れ ば な ら な い 。  

 一  身 体 的 拘 束 等 の 適 正 化 の た め の 対 策 を 検 討 す る 委 員 会 を 三 月

に 一 回 以 上 開 催 す る と と も に 、 そ の 結 果 に つ い て 、 介 護 職 員 そ

の 他 の 従 業 者 に 周 知 徹 底 を 図 る こ と 。  

 二  身 体 的 拘 束 等 の 適 正 化 の た め の 指 針 を 整 備 す る こ と 。  

 三  介 護 職 員 そ の 他 の 従 業 者 に 対 し 、 身 体 的 拘 束 等 の 適 正 化 の た

め の 研 修 を 定 期 的 に 実 施 す る こ と 。  

９  略  

 

の 他 の 従 業 者 に 周 知 徹 底 を 図 る こ と 。  

 二  身 体 的 拘 束 等 の 適 正 化 の た め の 指 針 を 整 備 す る こ と 。  

 三  介 護 職 員 そ の 他 の 従 業 者 に 対 し 、 身 体 的 拘 束 等 の 適 正 化 の た

め の 研 修 を 定 期 的 に 実 施 す る こ と 。  

６  略  

 

（ 指 定 介 護 療 養 施 設 サ ー ビ ス の 取 扱 方 針 ）  

第 四 十 七 条  略  

２ ～ ７  略  

８  ユ ニ ッ ト 型 指 定 介 護 療 養 型 医 療 施 設 は 、 身 体 的 拘 束 等 の 適 正 化

を 図 る た め 、 次 に 掲 げ る 措 置 を 講 じ な け れ ば な ら な い 。  

 一  身 体 的 拘 束 等 の 適 正 化 の た め の 対 策 を 検 討 す る 委 員 会 を 三 月

に 一 回 以 上 開 催 す る と と も に 、 そ の 結 果 に つ い て 、 介 護 職 員 そ

の 他 の 従 業 者 に 周 知 徹 底 を 図 る こ と 。  

 二  身 体 的 拘 束 等 の 適 正 化 の た め の 指 針 を 整 備 す る こ と 。  

 三  介 護 職 員 そ の 他 の 従 業 者 に 対 し 、 身 体 的 拘 束 等 の 適 正 化 の た

め の 研 修 を 定 期 的 に 実 施 す る こ と 。  

８  略  

 
  
 

  


